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   公布された規則のあらまし 

○佐賀県佐賀空港条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則（規則第 11 号） 

 佐賀県佐賀空港条例の一部を改正する条例（令和元年佐賀県条例第７号）の施行期日は、令和元年８月９日とすることとした。 

○佐賀県佐賀空港条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 12 号） 

１ 佐賀県佐賀空港条例第３条の規則で定める時間は、午前６時 30 分から翌日の午前０時までとすることとした。（第４条関係） 

２ この規則は、令和元年８月９日から施行することとした。 


